
様式５ 

大高緑地将来構想検討調査費の内 大高緑地将来構想検討業務委託 

回答書 

質問事項 回答 

① 

様式１－２に記載する管理技術者の過

去 10 年間の業務実績は、２件記載でき

るようになっているため、２件までと

考えればよろしいでしょうか。 

最大２件を記載してください。 

② 

見積書の直接経費において、海外渡航

コーディネート料を含めるとあります

が、これは県職員を海外に案内するよ

うなことを想定しているのでしょう

か。 

お見込みのとおりです。 

③ 

募集要項 ３（２）共同企業体の参加資

格 

結成届様式１－１のうち、第８条に基

づく協定書については、契約金額が確

定しない段階では記載できないため、

技術提案書の提出時には必要ないと考

えてよいか。 

「共同体協定書第８条に基づく協定

書」については、契約時に提出してく

ださい。なお、「共同体協定書写し」は、

提案書の提出時において添付してくだ

さい。 

④ 

募集要項 ４（１）提出書類 

１ 共同企業体で参加する場合、「会

社の業務実績（様式１－３）」は、

代表のみが提出するのか、全ての構

成員が提出するのか。 

２ 共同企業体で参加する場合、「社

会的取組（様式３）」は、代表のみが

提出するのか、全ての構成員が提出す

るのか。 

１ 類似業務の実績のあるすべての構

成員について提出してください。 

 

２ 代表者のみ提出してください。 

⑤ 

募集要項 別紙 評価基準 

１ 業務実施体制（ア）管理技術者の

業務実績及び資格、技術士等の資格

について（３点）は、管理技術者が

「技術提案書等作成要領４（２）①

（ア）～（イ）」のいずれかの資格

を有している場合に、３点となるの

か。 

２ 業務実施体制（イ）担当技術者の

業務実績及び資格、技術士等の資格

について（３点）は、管理技術者及

び担当技術者において「技術提案書

等作成要領４（２）①（ア）～

１ いずれかの資格を有している場合

ではありません。複数の資格が記載

されている場合は、そのうち最も評

価点の高い資格を評価の対象としま

す。 

 

２ ５つすべての資格を有することに

限定していません。（ア）～（イ）に

ついての配点となります。 

 

３ 「技術提案書等作成要領４（２）

①（ウ）～（オ）」が評価対象となっ

ております。 



（オ）」の５つのすべての資格を網

羅している場合に、３点となるの

か。 

３ 業務実施体制（ウ）その他資格

（６点）は、何が評価対象となるの

か。 

４ 業務実施体制（エ）会社としての

業務実績（４点）は、共同企業体で

参加する場合、代表企業のみが評価

対象か、全ての構成員が評価対象

か。 

５ 社会的取組（８点）は、共同企業

体で参加する場合、代表企業のみが評

価対象か、全ての構成員が評価対象

か。 

 

４ すべての構成員が評価対象です。 

 

５ 代表者のみが評価対象です。 

⑥ 

別紙「評価基準」○技術提案書の評価 

評価項目のうち、業務実施体制

「（ウ）その他資格」は、具体的にど

のような資格が該当するのかお教えく

ださい。 

技術提案書等作成要領４管理技術者、

担当技術者、照査技術者の資格（様式

１－２）（２）評価方法①（ウ）～（オ）

に記載のある資格が該当します。 

⑦ 

大高緑地の全域あるいは対象範囲を示

した平面図はご提供いただけますでし

ょうか。 

対象範囲は別紙図面のとおりです。 

⑧ 

技術提案書等作成要領 ５会社の業務

実績（様式１－３）について 

業務実績を確認できる書類のうち、元

請け受注者として業務に携わったこと

を確認できる書類は、契約書により元

請け受注者が確認できれば、別途添付

（テクリス等）しなくてもよろしいで

しょうか。 

元請けとして業務に携わったことを確

認できる書類は、契約書により確認で

きれば、別途添付する必要はありませ

ん。 

⑨ 

技術提案書等作成要領 ５会社の業務

実績（様式１－３）について 

共同企業体で参加する場合、会社の業

務実績は代表者、構成員合わせて３件

まで記載することでよろしいでしょう

か。その場合、会社ごとに記載すれば

よろしいでしょうか。 

代表者、構成員合わせて３件まで、ま

た、会社ごとに記載していただいて問

題ありません。 



⑩ 

評価基準 業務実績体制 （イ）担当技

術者の資格 

１ 小項目に記載の「技術士等の資格」

とは、技術提案書等作成要領４（２）【管

理技術者・担当技術者の資格】に記載の

（ア）（イ）の資格との認識でよろしい

でしょうか。 

２ 担当技術者を複数配置する場合、

１名でも技術提案書等作成要領４

（２）【管理技術者・担当技術者の資

格】に記載の（ア）もしくは（イ）の

資格を保有していれば、評価の対象に

なるとの認識でよろしいでしょうか。 

１ お見込みのとおりです。 

 

２ お見込みのとおりです。 

⑪ 

評価基準 業務実施体制 （ウ）その他

資格 

技術提案書等作成要領４（２）【管理技

術者・担当技術者の資格】①の注意書き

に、「（ウ）～（オ）については、管理技

術者、担当技術者のどちらかが有して

いれば評価の対象とします。」との記載

がございます。 

資格の保有者は同一人物に限らず、下

記のように複数人がそれぞれ別の資格

を保有している場合も評価の対象にな

りますでしょうか。 

例：管理技術者：二級建築士保有 

  担当技術者Ａ：一級建築士保有 

  担当技術者Ｂ：ファイナンシャル

プランナー保有 

複数人がそれぞれ別の資格を有してい

る場合も評価対象になります。 

複数人が同一の資格を有している場合

は、１つの資格のみ評価対象となりま

す。 

記載例については、（ウ）及び（エ）を

評価します。 

⑫ 

技術提案書等作成要領 ３管理技術者

の業務実績（様式１－２）及び業務実施

体制（様式１－２） 

管理技術者の業務実績について、記載

する実績の件数に上限はないとの認識

でよろしいでしょうか。件数に上限が

ございましたらご教示ください。 

最大２件を記載してください。 

⑬ 

技術提案書等作成要領 ５会社の業務

実績（様式１－３）①（イ）・（ウ）及び 

会社の業務実績（様式１－３） 

技術提案書等作成要領には【「過去 10

年間の業務実績」欄】との記載がござ

いますが、会社の業務実績（様式１－

３）には記載がございません。会社の

会社の業務実績（様式１－３）につい

ては、「過去 10 年間の業務実績」とな

ります。「過去 10 年間の業務実績」を

追記した様式に差し替えます。 



業務実績（様式１－３）の「会社名」

の記載の下部の空欄に記載される内容

との認識でよろしいでしょうか。その

場合、様式に「過去 10 年間の業務実

績」を追記しても差し支えないでしょ

うか。 

⑭ 

技術提案書等作成要領 ５会社の業務

実績（様式１－３）①（ウ） 

「記載された業務が都市公園（中略）で

あることを確認できる書類（契約書、業

務内容のわかる仕様書の写しは最低限

必要なものとします。）」との記載がご

ざいます。下記①②をご教示ください。 

① 実績証明書類として、契約書及び仕

様書は必ず提出が必要になりますでし

ょうか。提出が必要になる場合、該当ペ

ージのみを抜粋して提出しても問題な

いでしょうか。 

② ①で提出が必要にならない場合、

テクリスで実績が証明できれば、契約

書及び仕様書に代えてテクリスを提出

すれば実績としてお認めいただけます

でしょうか。 

１ 会社の業務実績を確認できる書類

であれば、契約書及び仕様書の提出

は必ずしも必要はありません。契約

書及び仕様書で提出する場合は、該

当ページのみの抜粋で問題ありませ

ん。 

２ テクリスの提出で問題ありませ

ん。 

⑮ 

作成要領：７（１）の「注意事項」に

記載してある海外へ渡航しサウンディ

ングする場合の「旅費及び渡航コーデ

ィネート料」とは具体的に何が含まれ

ているか教えてください。特に発注者

の同行者分の費用も含まれるのであれ

ば、想定人数や含まれる費用の範囲

（費目等）についても教えてくださ

い。 

旅費及び渡航コーディネート料に含ま

れている費用は、以下のとおりです。 

【旅費】 

受注者が渡航する際の費用のこと。 

【渡航コーディネート料】 

発注者が渡航する場合のコーディネー

ト料のこと。具体的には、現地ガイド、

車両、通訳、添乗員、記念品手配、通信

環境提供、翻訳作業を想定。また、発

注者は２人の渡航を想定。なお、発注

者の渡航にかかる旅費は、今回の業務

に含まない。 

⑯ 

様式１－２：管理技術者の類似業務実

績の記載上限件数を教えてください。 

最大２件を記載してください。 



⑰ 

評価基準：管理技術者の類似業務実績

は件数によって評価点が変わるのでし

ょうか。 

お見込みのとおりです。 

⑱ 

評価基準：評価項目の「管理技術者の

資格」及び「担当技術者の資格」と

は、技術提案書等作成要領に記載のあ

る（ア）～（オ）の数によって評価さ

れるのでしょうか。 

（ア）～（イ）については、複数の資格

が記載されている場合は、そのうち最

も評価点の高い資格を評価の対象とし

ます。また、（ウ）～（オ）については、

各項目に該当するかどうかで評価しま

す。 

⑲ 

評価基準：評価項目の「その他の資

格」とは、技術提案書等作成要領に記

載のある（ア）～（オ）以外の資格と

いう理解でよろしいでしょうか。 

その他の資格とは、（ウ）～（オ）の資

格等になります。 

⑳ 

特記仕様書：第５条１（１）現況把握

に「既存資料」とありますが、開示い

ただけますでしょうか。 

契約後に貸与します。 

㉑ 

Ｈ２７に園内一部エリアにて民間の施

設の設置・管理者を選定したと公表さ

れていますが、本施設は今回の構想検

討業務の検討範囲に含みますでしょう

か。 

本検討範囲は大高緑地全体であるた

め、民間施設のエリアも検討範囲に含

みます。 

㉒ 

特記仕様書第５条１（５）将来構造図

及びイメージパースの作成の内、イメ

ージパースの枚数は何枚程度を想定し

ていますでしょうか。 

契約後に協議の上、決定します。 

㉓ 

様式１－１参加表明書について、共同

企業体での参加の場合でも、代表者

（代表企業）のみの提出との認識でよ

ろしかったでしょうか。 

共同企業体として提出してください。 

㉔ 

募集要項３参加資格要件（２）共同企

業体の参加資格カ協定締結にかかる共

同企業体届、共同企業体協定書写し、

委任状（以下「共同企業体結成届等」

という。）を提案時において添付する

こと。との記載がありますが、共同企

業体届なるものは、関係書類として様

式が公開されていないと認識していま

共同企業体届（結成届様式２）を追加

します。 



すが、どの書類を示しておられるのか

教えてください。 

㉕ 

募集要項３参加資格要件（２）共同企

業体の参加資格カ協定締結にかかる共

同企業体届、共同企業体協定書写し、

委任状（以下「共同企業体結成届等」

という。）を提案時において添付する

こと。との記載がありますが、結成届

様式１－１共同体協定書第８条に基づ

く協定書の添付・提出は必須でしょう

か。 

「共同体協定書第８条に基づく協定

書」については、契約時に提出してく

ださい。なお、「共同体協定書写し」は、

提案書の提出時において添付してくだ

さい。 

㉖ 

結成届様式１－１共同体協定書におけ

る代表者印及び構成員印の押印につい

て、参加表明書（様式１－１）及び技

術提案書（様式２－１）同様、省略さ

せていただいてもよろしいでしょう

か。 

押印して提出してください。 

㉗ 

管理技術者や会社の業務実績を証明す

る書類として、契約書及び仕様書の写

しに代わる書類として、一般財団法人

日本建設情報総合センター（ＪＡＣＩ

Ｃ）が発行する「登録内容確認書（業

務実績）」の提出を考えていますが、

よろしいでしょうか。 

管理技術者や会社の業務実績を確認で

きる書類であれば、「登録内容確認書

（業務実績）」で問題ありません。 

㉘ 

添付する見積書についても提出者と特

定することができる内容の記述（具体

的な会社名）を省略することでよろし

いでしょうか。 

会社名は記載しないでください。 

㉙ 

提出物は、枚数が多いことが想定さ

れ、また個別にホチキス止め等を行う

共同企業体結成届等も含まれる場合が

あるため、ホチキス止めではなく、ダ

ブルクリップ止めでもよろしいでしょ

うか、ご教示ください。 

すべての書類をホチキス止めできない

場合は、様式ごとにホチキス止めし、

ダブルクリップ等でまとめて提出して

ください。 

㉚ 

【特記仕様書 「第４条 関連業務と

の調整」について】 

環境調査業務を別途実施する予定との

ことですが、その業務の中で当該公園

に係る貴重種などの現況把握がなされ

るという理解でよろしいでしょうか。

別途実施する環境調査業務で動植物の

生息調査等を行います。 

調査結果の共有は、季節ごとの調査結

果を取りまとめた都度、行う予定です。 



また、その結果などが共有される時期

は、いつ頃を想定していますでしょう

か。 

㉛ 

【特記仕様書 「第５条１(３)サウン

ディング調査の実施」について】 

「国内外を問わず、幅広くサウンディ

ング調査を実施すること」との記載が

ありますが、海外事業者へのサウンデ

ィング調査は必須でしょうか。また現

時点で、海外事業者へのサウンディン

グが必要な機能の導入を想定されてい

るでしょうか。併せて、海外で事業者

へのサウンディングを行う際には、発

注者の同行も想定されていますでしょ

うか。 

海外事業者へのサウンディング調査は

必須ではありません。 

また、公園機能としては、本業務にて

検討していくため、想定しているもの

はありません。 

海外事業者へのサウンディング調査を

行う際には、発注者の渡航も想定して

います。 

㉜ 

【特記仕様書 「第５条１(５)将来構

想図及びイメージパースの作成」につ

いて】 

イメージパースのサイズと枚数につい

て現時点での想定がございましたら教

えていただけますか。 

契約後に協議の上、決定します。 

㉝ 

【募集要項 「２(５)関連業務」につい

て】 

別途実施する「(仮称)大高緑地将来構

想検討調査費の内 大高緑地環境調査

業務委託」について、具体的な業務ス

ケジュールやスケジュール上のポイン

ト等が決まっていれば教えていただけ

ますか。 

具体的には決まっていません。 

調査結果の共有は、季節ごとの調査結

果を取りまとめた都度、行う予定です。 

㉞ 

【募集要項 「６プレゼンテーション

について」について】 

「技術提案書等に基づき説明を行う」

と記載されている「技術提案書等」と

は、提出書類一式ということでしょう

か。 

様式２－２及び様式２－３によりプレ

ゼンテーションを行っていただきま

す。 

㉟ 

【評価基準 「業務実施方針（エ）見積

り」について】 

価格の評価点については、算定式がご

ざいますでしょうか。もしくは「提案

内容に見合っているか」という評価で

しょうか。ご教示ください。 

業務内容と積算との整合性や妥当性で

評価します。 



㊱ 

【技術提案書等作成要領 「３ 管理技

術者の業務実績」について】 

管理技術者の業務実績の件数・金額に

ついて、上限はありますでしょうか。 

業務実績の件数は、最大２件を記載し

てください。金額の上限はありません。 

㊲ 

【技術提案書等作成要領 「７ 公募型

プロポーザル技術提案書、業務実施方

針及び技術提案」について】 

技術提案書の枚数について、「２面以

内に収めてください（①～③全て含め

て２枚以内）」と記載がありますが、

「両面で２枚（４ページ）」と「片面

で２枚（２ページ）」のどちらでしょ

うか。 

技術提案書（様式２－３）は、片面で

２枚以内とします。 

㊳ 

【その他】 

現時点で、大高緑地全体のリニューア

ルに対する考え方などはございますで

しょうか。 

本業務で検討していくため、想定はあ

りません。 

㊴ 

【その他】 

技術提案に際し、現況や地形状況の把

握のために、現況の平面図（白図）等

を追加で提供いただくことは可能でし

ょうか。 

平面図は別紙図面のとおりです。 

㊵ 

募集要項 別紙 評価基準 

評価項目「業務実施体制（ウ）その他

資格」については、技術提案書等作成

要領「４管理技術者、担当技術者、照

査技術者の資格（２）①」の（ウ）～

（オ）に示される資格について、管理

技術者、担当技術者のどちらかが、全

て有している場合のみ評価対象となる

という理解でしょうか。 

管理技術者、担当技術者のいずれかが、

（ウ）～（オ）に示されるいずれかの

資格を有している場合に評価対象とな

ります。 

㊶ 

特記仕様書 第３条 業務対象 

将来構想対象範囲は「大高緑地 全体

約 121ha」とありますが、この範囲に

は買収が完了した「公園として活用で

きる新たな用地」が含まれているとい

う理解でよいでしょうか。また、併せ

て「公園として活用できる新たな用

地」の具体的な場所がわかる図等をご

提供いただくことは可能でしょうか。 

概ね買収が完了した「公園として活用

できる新たな用地」が含まれています。

大高緑地全体の区域は別紙図面を参照

してください。 

また、具体的な場所については、契約

後に提供します。 



㊷ 

特記仕様書 第５条 業務内容「１将

来構想検討（２）敷地分析」 

「別途実施する環境調査」とあります

が、実施工程の提案に当たり、調査結

果をいつ頃ご提供頂けるかご教示くだ

さい。 

調査結果の共有は、季節ごとの調査結

果を取りまとめた都度、行う予定です。 

㊸ 

技術提案書等作成要領 ７公募型プロ

ポーザル技術提案書、業務実施方針及

び技術提案（１）記載要領【注意事

項】 

「①～③については用紙サイズを日本

産業規格Ａ３とし、２面以内に収めて

ください（①～③全て含めて２枚以

内）。」とありますが、様式２－３を両

面に印刷して提出する場合は２面で２

枚と数えるという認識でよいでしょう

か。 

技術提案書（様式２－３）は、片面で

２枚以内とします。 

㊹ 

技術提案書等作成要領 ７公募型プロ

ポーザル技術提案書、業務実施方針及

び技術提案（１）記載要領【注意事

項】 

見積書について「直接経費について

は、海外へ渡航しサウンディングする

場合、その旅費及び渡航コーディネー

ト料も含めること。」とありますが、

旅費及び渡航コーディネート料は、受

託者側で生じる費用という理解でよい

でしょうか。発注者側（貴市職員分）

の費用を含める場合、何名分を想定す

ればよいでしょうか。 

旅費及び渡航コーディネート料に含ま

れている費用は、以下のとおりです。 

【旅費】 

受注者が渡航する際の費用のこと。 

【渡航コーディネート料】 

発注者が渡航する場合のコーディネー

ト料のこと。具体的には、現地ガイド、

車両、通訳、添乗員、記念品手配、通信

環境提供、翻訳作業を想定。また、発

注者は２人の渡航を想定。なお、発注

者の渡航にかかる旅費は、今回の業務

に含まない。 

㊺ 

技術提案書等作成要領 ５会社の業務

実績（１）記載要領 

業務の確認できる書類（契約書、業務

内容のわかる仕様書の写しは最低限必

要なものとします。）については、業

務実績を証明できるＴＥＣＲＩＳでも

問題ないでしょうか。 

業務内容が確認できる書類であれば、

ＴＥＣＲＩＳで問題ありません。 

 


